
別紙２ 

事業所名 茶話本舗デイサービス東山町  

運 営 推 進 会 議 開 催 報 告 書 

開催日時 令和６年５月１６日 

参 加 者 議   題 

利用者       ０名 

利用者家族     ０名 

地域住民の代表者  ０名 

市職員       １名 

地域包括支援センター職員  １名 

事業所       ２名 

・事業所の紹介 

・運営状況報告 

・活動状況報告 

・今後の事業所活動 

・意見交換 

会    議    録 

 

・開会挨拶  

・代表挨拶  

・参加者紹介  

・事業所紹介    

・運営状況報告   

・活動状況報告 

・今後の事業所活動 参加した方々よりご意見を頂戴する 

 

参加者紹介 

今回は地域住民の代表として民生委員お方をお招きしていましたが、 

ご都合がつかず、瀬戸市職員様 1名、地域包括センター職員 1名、事業所職員 2名の 

計 4名で実施いたしました 

 

運営状況、活動状況報告 

資料を見て頂きながら、毎月のイベントや日々の活動の報告、利用者様の構成 

利用状況などを報告させて頂きました 

 

意見交換 

テーマ：虐待案件を発見した場合、直ちに報告する事が義務付けされているが 

    ケアマネージャー、地域包括、市役所もすでに把握しており、 

    そのうえでデイサービスを利用するに至った利用者様が 

    ご自宅で転倒し、入院先のソーシャルワーカーが通報する 

    と言う案件がありました。 

    デイサービスは定期的に本人と接触しているのだから 

    もっと早く通報するべきと言う意見もあり 

    どの段階で通報するのが正解だと思いますか？ 

    と言うテーマでご意見を頂戴しました 

 

1 ふたば地域包括支援センター様 



 ご本人の状況をデイサービスしか把握していないのであれば、 

 事実を知った時に直ちに通報するべきだと思う 

 しかし、今回のケースは他機関もすでに把握しており、 

 どの段階で誰が通報するべきだったか断定するのは難しい 

 事実を知りながらケアマネージャーが通報しなかった場合 

 デイサービスが通報するべき。 

 

2 市職員  健康福祉部 担当者 様 

同意見です 

 

 


